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出張講習致します
　御社へ出張して各種講習いたします。お問合せ等お待ちしております。
　（※原則、労働基準協会会員会社で名古屋市近郊の事業場）
＜最近の出張講習実績＞
　・安全管理者選任時研修
　・雇入れ時（新入社員等）安全衛生教育
　・自由研削といし特別教育
　・酸素欠乏等危険作業特別教育
　・粉じん作業特別教育
　・石綿使用解体業務特別教育　　　
　・低圧電気取扱者特別教育
　　（開閉器の操作業務のみ）
　・化学物質管理者講習（1日）　　　 他
　上記以外もぜひご相談ください。

　　　　名古屋東労働基準協会
　　　　　　　　　Tel 　　052-882-3909
　　　　　　　　　Fax 　　052-883-3586
　　　　　　　　　E-Mail　kyokai@meito-roukyo.jp



労働安全衛生法第66条による検査

じん肺法第８条の規定による検査

有機溶剤中毒予防規則第29条の規定による検査

鉛・水銀・クローム・赤紫外線・電離放射線等の

作業に従事する方の検査

免疫学的及び生化学的・血液検査全般

……

……

……

……

……

健　康　診　断

検診事務所　名古屋市昭和区小桜町２－29－２　寿ビル２階
TEL.７４１－４０１２　　FAX.７３３－０８６９

一般定期健康診断

じ ん 肺 健 康 診 断

有機溶剤健康診断

特 殊 健 康 診 断

血 液 検 査

消 化 器 検 診

○

○

○

○

○

○ 心 電 図 検 診○ 各 種 機 能 検 査○

一般財団法人　平　林　移　動　集　団　検　診　所

明るい職場は　まず健康診断から
◎労働安全衛生法による　健康診断（巡回）

☆定期健診・特殊健診（じん肺・有機溶剤・鉛・特定化学物質等）
◎生活習慣病健康診断（巡回）

☆胃部レントゲン・血液検査・心電図・腹部超音波（エコー）検査
　・腫瘍マーカー検査・眼底検査等

◎作業環境測定
☆粉じん・鉛・有機溶剤・特定化学物質等

◎人間ドック
☆東海診療所（名古屋市中村区名駅南　名古屋三井ビルディング新館３Ｆ）　　
　　　　　　　TEL 052−582−0751　FAX 052−582−6968

お申込みは、書面（またはハガキ）並びに電話（またはファックス）のいずれでも、
ご連絡をお願い申し上げます。
　名古屋東労働基準協会指定
　健康診断機関等名簿登載（１−13−03）・作業環境測定機関等名簿登載（23−44）
	 				一般財団法人

　　　	　		全日本労働福祉協会	東海支部
　　〒457−0832　名古屋市南区浜中町１−５−１　　 　052−602−4747

 　　　　　ＦＡＸ052−602−6821



名古屋東労働基準協会　主催・受付
・【名古屋東労働基準協会】のホームページからお申し込み願います。

講習会名　・　開催月
2025年 受講料

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 会員 非会員

特
　
別
　
教
　
育
　
・
　
安
　
全
　
衛
　
生
　
教
　
育
　
等

安全衛生推進者養成講習会* 17・18 14・15 9・10 〇 〇 〇 14,850

衛生推進者養成講習会* 3 〇 9,570

化学物質管理者講習（1日） 12 〇 15,000 17,000

保護具着用管理責任者 19 9 〇 15,000 18,500

安全管理者選任時研修 15・16 12・13 16・17 〇 〇 〇 17,800 19,800

職長等の教育（製造業等）* 4・5 13・14 16・17 〇 〇 〇 14,700 18,800

職長・安全衛生責任者教育（建設業）* 12・13 26・27 〇 〇 〇 15,500 19,800

雇入れ時（新入社員等）安全衛生教育 10 7,020 8,860

雇入れ時安全衛生教育* 〇 7,300 9,500

自由研削といし特別教育 21 〇 〇 9,260 11,610

動力プレス特別教育 21・23 18・20 8・10 14・15 12,120 15,380

低圧電気取扱者特別教育（１日・実技あり） 13 〇 〇 〇 〇 8,350 10,490

低圧電気取扱者特別教育（２日・実技あり） 13・14 2・3 21・22 19,800 22,000

高圧・特別高圧電気特別教育（２日・学科のみ） 〇 14,250 18,330

アーク溶接特別教育 4.5.7 3.4.6 16,800 19,800

足場組立て等特別教育* 24 3 〇 〇 7,100 9,000

フルハーネス型特別教育* 10 19 22 15 〇 〇 〇 9,500 11,500

酸素欠乏等危険作業特別教育* 〇 〇 8,400 10,500

ダイオキシン類特別教育 〇 7,330 9,160

粉じん作業特別教育* 14 〇 〇 7,300 9,200

携帯用丸のこ盤従事者安全教育* 7 〇 7,300 8,900

振動工具取扱作業者安全衛生教育* 〇 7,300 8,900

フォークリフト従事者安全衛生教育* 〇 〇 7,700 9,700

職長・安全衛生責任者能力向上教育* 〇 8,100 10,100

衛生管理者受験準備勉強会（１種） 15・16 〇 〇 17,820 22,000

衛生管理者受験準備勉強会（２種） 15 〇 〇 11,610 14,660

説
明
会
等

全国安全週間説明会 4・5 用品代2,000

全国労働衛生週間説明会 〇 用品代2,000

労務管理研修会 〇 無料

労災保険実務研修会 4 無料

※講習会等は状況に応じて日程変更等あります。　　　　　　　　　＊主催：（一社）名古屋南労働基準協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受付：名古屋東労働基準協会
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講  習  会  名 月 学科開催日 実技開催日 学 科 会 場 実 技 会 場 会　　費 申込

フォークリフト運転（31Ｈ）

３月

3

4・5・6 ポーラ名古屋ビル NSB東海（車×）

32,650円 ま
ず
は
名
古
屋
東
労
働
基
準
協
会
へ
お
電
話
（
０
５
２
━
８
８
２
━
３
９
０
９
）
下
さ
い
。

5・6・7 ポーラ名古屋ビル ト ヨ タL＆F白 金

7・10・11 ポーラ名古屋ビル NSB東海（車×）

7

9・16・23 ポーラ名古屋ビル ト ヨ タ L ＆
F 北 名 古 屋

10・11・12 ポーラ名古屋ビル ト ヨ タL＆F白 金

12・13・14 ポーラ名古屋ビル NSB東海（車×）

14・17・18 ポーラ名古屋ビル ト ヨ タL＆F白 金

14
17・18・19 NSB東海（車×）NSB東海（車×）

21・24・25 NSB東海（車×）NSB東海（車×）

ガ ス 溶 接 技 能

10 15 ポーラ名古屋ビル トヨタグローバル

13,780円
2 8 ポーラ名古屋ビル 大 同 特 殊 鋼

㈱ 星 崎 工 場

酸 素 欠 乏・ 硫 化
水 素 作 業 主 任 者

3・4
5 ポーラ名古屋ビル ポーラ名古屋ビル

17,910円
6 ポーラ名古屋ビル ポーラ名古屋ビル

11・12
13 ポーラ名古屋ビル ポーラ名古屋ビル

14 ポーラ名古屋ビル ポーラ名古屋ビル

有 機 溶 剤 作 業 主 任 者
5・6 ポーラ名古屋ビル

13,780円
13・14 ポーラ名古屋ビル

特 定 化 学 物 質 及 び 四 ア
ル キ ル 鉛 等 作 業 主 任 者

20・21 ポーラ名古屋ビル
13,780円

10・11 ポーラ名古屋ビル

プ レ ス 作 業 主 任 者 3・4 ポーラ名古屋ビル 13,340円

は い 作 業 主 任 者 18・19 ポーラ名古屋ビル 12,895円

石 綿 作 業 主 任 者 20・21 ポーラ名古屋ビル 13,280円

電気自動車等整備業務特別 25 25 名 鉄 自 動 車 整
備 専 門 学 校

名 鉄 自 動 車 整
備 専 門 学 校

会　員 10,190円
非会員 10,690円

テ ー ル ゲ ー ト リ フ タ ー 11 11 ア イ シ ン
教 育 セ ン タ ー

ア イ シ ン
教 育 セ ン タ ー

会　員 14,000円
非会員 16,000円

一 般 建 築 物 石 綿
含 有 建 材 調 査 者 17・18 ポーラ名古屋ビル ポーラ名古屋ビル 会　員 40,000円

非会員 45,280円

～お問い合わせは名古屋東労働基準協会へ～
2025年３月分　　　　※すでに定員満了の講習は未掲載

愛知労働基準協会　主催
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死 亡 災 害 速 報（11月） 愛知労働局

発生日時 事故の型/起因物 災害発生状況・原因

R
2 0 2 4
6.11.16.

16:00
激 突 さ れ
移 動 式 ク レ ー ン

　事業場内において、アタッチメントを付け替えたドラグ・ショ
ベルで金属スクラップを取り扱っていたところ、旋回範囲内に立
ち入った被災者が、ドラグショベルの旋回に伴い荷等の激突をう
け、頭部を受傷したもの。

 事
規 模

業場　9名以下 業
種　清掃･と畜業 60代 作業員 経

験　15年

R
2 0 2 4
6.11.29.

16:00
爆 発
可 燃 性 の ガ ス

　瓦の焼成状況等を確認するため、シャトルキルン（焼成炉）に
近づいたところ、突然爆発したもの。
　炉内にLPガスが充満した状態で、点火ボタンを押したため引火、
爆発したものと推定される。

 事
規 模

業場　9名以下 業
種　窯業土石製品製造業 - 代 業務部長 経

験　13年

名古屋東労働基準監督署管内災害発生状況（令和６年発生分）
令和６年11月末日現在

業　　　　種 11月末日
現　　在 累　　計 前年同期 業　　　　種 11月末日

現　　在 累　　計 前年同期

製　　造　　業 7 （1） 77 （1） 90 建 設 業 （1） 8 （2） 68 68 

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
訳

食 料 品 1 12 16 運 輸 交 通 業 4 48 48 

繊 維 1 1 陸 上 貨 物 業 1 7 6 

木 材 ・ 木 製 品 1 3 商 業 （1） 14 （2） 124 145 

製 紙 ・ 印 刷 （1） 2 5 金 融 ・ 広 告 業 4 53 31 

化 学 1 8 11 保 健 衛 生 業 31 144 262 

窯業・土石製品 1 3 1 接 客 娯 楽 業 7 68 62 

鉄鋼・非鉄金属 1 5 （1） 2 清 掃 業 2 41 （1） 44 

金 属 製 品 1 14 22 そ の 他 の 事 業 4 67 82 

一 般 機 械 7 7 

電 気 機 械 2 3 

輸 送 用 機 械 9 10 合 計 （2） 82 （5） 697 （2） 838 

そ の 他 の 製 造 1 11 12 （注１）休業４日以上の死傷病報告受理件数を表す。
（注２）死亡者数は（　　）内に外数で表わす。（最新把握件数）
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        ※（　）内は交通事故による死亡者数で内数である。

食 料 品 製 造 業
化 学 工 業
鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属
金 属 製 品
一 般 ・ 電 気 ・ 輸 送 用
そ の 他

土 木 工 事 業
建 築 工 事 業
そ の 他

卸 売 業
小 売 業
そ の 他

愛知労働局管内死亡災害発生状況 ( 令和6年12月17日 現在の速報値)

        　                年    別
  業   種

令和6年速報値 令和5年同時期(速報値) 令和5年確定値

合合 計計

製製 造造 業業

建建 設設 業業

陸陸 上上 貨貨 物物 運運 送送 事事 業業
商商 業業

清清 掃掃 ・・ とと 畜畜 業業
上上 記記 以以 外外 のの 事事 業業

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月

月別死亡災害発生状況積算グラフ

令和 年

令和 年

令和 年

愛知労働局管内死亡災害発生状況（令和６年12月17日現在の速報値）
令和６年発生分 ※（　）内は交通事故による死亡者数で内数である。

年別
業種 令和６年（速報値） 令和５年同時期（速報値） 令和５年確定値

製 造 業 6 （1） 8 8

内訳

食 料 品 製 造 業
化 学 工 業
鉄 鋼 ・ 非 鉄 金 属 3 3
金 属 製 品 1
一 般 ・ 電 気 ・ 輸 送 用 2 （1）
そ の 他 3 5 5

建 設 業 7 （2） 3 （1） 6 （1）

内訳
土 木 工 事 業
建 築 工 事 業 4 3 （1） 6 （1）
そ の 他 3

陸 上 貨 物 輸 送 事 業 2 8 （2） 10 （3）
商 業 7 （6） 3 （1） 4 （2）

内訳
卸 売 業 2 2
小 売 業 6 （5） 1 （1） 2 （2）
そ の 他 1 （1）

清 掃 ・ と 畜 業 2 4 4
上 記 以 外 の 事 業 3 （1） 2 （1） 3 （1）
合 計 27 （10） 28 （5） 35 （7）

— 　 —4



名古屋東労働基準協会

会　長　森　井　定　正

　新年あけましておめでとうございます。

　名古屋東労働基準協会の会員事業場の

皆さまはじめ関係各位には、平素から当

協会の活動に多大なるご協力・ご支援を

賜り、厚く御礼申し上げます。

　本年もどうぞよろしくお願い申し上げ

ます。

　昨年は、パリオリンピック・パラリン

ピックでの日本人勢の躍進や、メジャー

リーグでの大谷選手の異次元ともいえる

大活躍など、多くの明るい話題がありま

した。一方で、新年早々の能登半島地震

や奥能登豪雨など自然災害に備える必要

性をあらためて認識させられた１年でも

ありました。また、経済や政治の面では、

人材不足や資機材高騰、不安定な株式市

場、ロシア・ウクライナ、中東における

対立が依然として続くなか、わが国の総

選挙で与党が過半数を割り込み、アメリ

カの大統領選挙でトランプ前大統領が勝

利するなど、新たな局面を迎えており 

ます。

　こうしたなか、会員事業場の皆さまに

おかれましては、様々なご苦労がおあり

かと存じますが、私自身「激動の変革

期こそチャンスである」との意気込み

で、皆さまのご支援をいただきながら新

たな年を切り拓いていきたいと考えてい 

ます。

　変革期にあっても、優秀な人材の確保・

育成に加え、安心・安全に働ける職場づ

くりが最重要であることは申し上げるま

でもありません。当協会は人事労務・安

全衛生面で会員事業場の皆さまに少しで

もお役にたてるよう、情報収集と発信に

努めてまいります。皆さま方のご指導・

ご鞭撻を引き続きよろしくお願い申し上

げます。

　最後に、2025年の干支「乙巳（きのとみ）」

は、「努力が結実して芽吹き開花する年」

という意味合いを持つそうです。本年が、

皆さまのこれまでの努力が実を結び、大

きく成長・発展する素晴らしい年となる

ことを祈念申しあげ、新年のご挨拶とさ

せていただきます。

新 春 の 御 挨 拶
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名古屋東労働基準監督署

署　長　山　本　祥　喜

　新年あけましておめでとうござい 
ます。
　名古屋東労働基準協会並びに会員各事
業場の皆様におかれましては、お健やか
に新年をお迎えのこととお喜び申し上げ
ます。また、旧年中は、労働基準行政の
運営に格別のご理解とご協力を賜り、厚
くお礼申し上げます。
　さて、労働環境を取り巻く状況に関し
ましては、賃金の引上げや年収の壁の見
直しなど様々な課題が取り上げられてい
るところであり、どの業界も人手不足が
深刻化するなかで、デジタル分野の拡充
や女性の積極的活用など、会員事業場の
皆様も人員確保と職場定着に苦労されて
いるかと思われます。
　そのようななか、名古屋東労働基準監
督署においては、今年も引き続き、最低
賃金や賃金引上げに向けた生産性向上等
に取り組む企業に対し、業務改善助成金
など各種支援策の周知を行うとともに、
同一労働同一賃金の遵守の徹底を図って
まいります。
　労働条件確保対策については、長時間
労働抑制に向けた指導として、昨年11月
に「過労死等防止啓発月間」を展開して
集中的な監督を実施するなど重点的な指
導と要請を行ってまいりました。また、
昨年４月から時間外労働の上限規制の
適用が開始された業種についても、引き
続き法制度等の周知啓発に努めてまいり 
ます。

　一方、当署管内の労働災害の発生件数
については、昨年11月末の速報値で、死
傷災害が702件と前年同期比で138件減少
していますが、死亡災害は５件（前年２
件）と大幅に増加しています。愛知労働
局では、リスクアセスメントのプロセス
と生産性等の向上を図るプロセスを一体
的に行う「安全経営あいち®」を掲げ、
より前向きで自律した安全衛生管理の推
進を支援してまいります。
　労災保険給付については、高水準で推
移する過重労働・精神疾患事案及び石綿
関連疾患等調査に一定の期間を要する事
案についても、引き続き迅速・適正な給
付に努め、被災労働者の保護を図るため、
今年も時勢や法令改正に合わせて迅速適
正な給付に努めてまいります。
　このほかにも様々な課題が山積みです
が、本年も、長時間労働の是正及び過重
労働対策、労働災害防止対策、労災保険
の適正給付に取組むこととしていますの
で、引き続き皆様のご理解とご協力をお
願いします。
　最後になりますが、名古屋東労働基準
監督署では、今年も「安心して、健康で、
安全に働ける職場づくり」を目指して行
政を推進することとしておりますので、
本年も会員の皆様方のご支援とご協力を
賜りますようお願い申し上げますととも
に、皆様の益々のご繁栄とご多幸を心よ
り祈念しまして、新年のご挨拶とさせて
いただきます。

新 春 の 御 挨 拶
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愛知労働局長

小　林　洋　子

　新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げ 
ます。
　令和７年の年頭に当たり、愛知労働局の
行政運営に対する愛知労働基準協会の皆様
の日頃からのご理解とご協力に改めて御礼
申し上げますとともに、今年一年の所信の
一端を述べさせていただきます。
　
　愛知の労働行政を取り巻く情勢ですが、
令和６年10月の有効求人倍率（季節調整値）
は1.25倍となっており、基幹産業である自動
車関連産業を中心に幅広い産業で回復の動
きがあり、求人についても、業種による差
異はあるものの、持ち直しの動きが広がり
つつあるなど、雇用情勢は改善の基調を維
持しています。
　ただし、一部の産業によっては、求人の
提出を控える動きから、改善の動きが弱ま
っており、また、最低賃金引上げや社会保
険適用拡大による就業調整、エネルギー価
格や原材料価格の上昇等、雇用に与える影
響について、引き続き動向を注視する必要
があるものと認識しています。

　本年度、愛知労働局では重点課題として、
「最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、非
正規雇用労働者の処遇改善」、「リスキリン
グ、労働移動の円滑化等の推進」及び「多
様な人材の活躍と魅力ある職場づくり・就
職支援」に取り組んでおります。

　「最低賃金・賃金の引上げに向けた支援、
非正規雇用労働者の処遇改善」については、
昨年10月１日より、愛知県最低賃金は過去
最大50円引上げの時間額1,077円となりまし
た。最低賃金・賃金の引上げは、賃金上昇
が消費の活発化に繋がり、それにより企業
収益が伸びて更に賃金が上がるという好循
環の実現を目指すものであるため、引き続
き、改正最低賃金額、業務改善助成金、キ
ャリアアップ助成金等各種支援策について、
周知等の取組みを図ってまいります。

　「リスキリング、労働移動の円滑化等の推
進」については、人手不足基調が続く中、労

働生産性を上げていくことが不可欠であり、
人材育成がより一層重要となります。デジ
タル分野の公的職業訓練を拡充するととも
に、人材開発支援助成金や生産性向上支援
訓練の制度の活用促進により、企業の人材
育成を支援してまいります。
　
　「多様な人材の活躍と魅力ある職場づく
り・就職支援」については、昨年11月に施
行されたフリーランス・事業者間取引適正
化等法、本年４月から順次施行される改正
育児・介護休業法、改正次世代育成支援対
策推進法の周知に努めるとともに、多様な
人材の活躍と魅力ある職場づくりに向けて、
引き続き、男女間賃金格差の解消や女性の活
躍推進、非正規雇用労働者の処遇改善、各
種ハラスメント防止対策に取り組んでまい
ります。
　
　安全で健康に働くことができる環境づく
りについては、引き続き、長時間労働の抑
制に向けた監督指導の徹底をはかるととも
に、事業運営と安全衛生管理を一体的に捉
え、生産性等の向上を図るプロセスとリス
クアセスメントのプロセスを一体的に行う

「安全経営あいち®」を推進し、より前向きで、
自律した安全衛生管理の推進を支援してま
いります。
　また、労災補償については、法令、認定
基準等に基づき効率的な調査を行い、被災
労働者に対する迅速かつ公正な労災保険給
付に努めてまいります。
　
　労働保険制度の円滑な運営については、未
手続事業一掃対策の推進と適正な労働保険
料徴収を推進するとともに、各種手続きが
簡単・便利になる電子申請の周知・広報を
積極的に展開してまいります。
　
　結びに、本年も多様な課題に適切に対応
していく所存ですので、皆様のご支援とご
協力を賜りますようお願い申し上げますと
ともに、本年が皆様にとってより良い年に
なるよう祈念いたしまして、年頭のご挨拶
といたします。

新 春 の 御 挨 拶
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愛知労働局雇用環境・均等部長

木　本　睦　子

　新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。
　令和７年の年頭に当たり、愛知労働基準協会
の皆様におかれましては、日頃から愛知労働局
雇用環境・均等部の行政運営に多大なるご理解
とご協力を賜り、改めて御礼を申し上げます。
　本年度、雇用環境・均等部では重点課題とし
て「最低賃金・賃金の引き上げに向けた支援、
非正規雇用労働者の処遇改善」、「多様な人材の
活躍と魅力ある職場づくり・就職支援」に取り
組んでおります。
　「最低賃金・賃金の引き上げに向けた支援、
非正規雇用労働者の処遇改善」については、昨
年10月１日より、愛知県の最低賃金が過去最
大の50円引上げの時間額1,077円となりました。
賃金の引上げは、政府の最重要課題であり、引
き続き、業務改善助成金、キャリアアップ助成
金等の支援策により、賃金の引上げを図る中小・
小規模事業者の取組を支援してまいります。
　また、賃金引き上げの流れを持続的に進めて
いくためには、労務費を含む適切な価格転嫁を
通じた取引の適正化が不可欠であることから、
本年２月に開催が予定されている「取引適正化・
価格転嫁推進フォーラム」等を通じて、県内の
機運醸成を図ってまいります。
　非正規雇用労働者に処遇改善については、労
働基準監督署と連携し、労働局の組織力を生か
して同一労働同一賃金の遵守の徹底に取り組ん
でまいります。また、人材不足が進む中、同一
労働同一賃金に取り組んでおられる企業の求人
へつながるよう、同一労働同一賃金の取組状況
を求人票に記載いただく等ハローワークとの連
携を図るとともに、愛知働き方改革推進支援セ
ンター（愛知労働局委託事業）においても、同
一労働同一賃金をはじめとする中小企業・小規
模事業者の労働環境改善に向けた支援に取り組
んでまいります。
　「多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり・
就職支援」については、昨年11月に施行された

フリーランス・事業者間取引適正化等法、本年
４月から順次施行される改正育児・介護休業法、
改正次世代育成支援対策推進法の周知に努めて
まいります。
　フリーランス・事業者間取引適正化等法は、
フリーランスの方の取引の適正化と就業環境の
整備を図ることを目的としています。今後、企
業がフリーランスを活用していくことが見込ま
れることから、発注者となる事業主やフリーラ
ンスの方が法について理解を深めていただける
よう周知を行うとともに、個別のご相談に対し
ては、関係機関と連携して適切に対応してまい
ります。
　改正育児・介護休業法では、男女ともに仕事
と育児・介護を両立できるようにするため、子
の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための
措置の拡充や、男性の育児休業取得率の公表義
務の対象となる企業規模が1,000人超から300人
超へ拡大されます。また、令和７年３月末まで
の時限立法であった次世代育成支援対策推進法
も10年間延長され、育児休業取得状況や労働時
間の状況把握、数値目標の設定が義務付けら
れます。両立支援助成金のご活用も促しなが
ら、改正育児・介護休業法、改正次世代育成支
援対策推進法の着実な履行確保を図ってまいり 
ます。
　また、男女間賃金格差の解消や女性の管理職
登用など、一層の女性活躍推進が企業や地域の
活力となるよう、働きやすい職場環境の整備や
アンコンシャスバイアスの解消などにお取り組
みいただくとともに、企業規模にかかわらず各
種ハラスメント防止対策が徹底されるよう働き
かけを行ってまいります。　
　結びに、本年も様々な課題に適切に対応して
いく所存ですので、皆様のご支援とご協力を賜
りますようお願い申し上げますとともに、本年
が皆様にとってより佳き年となりますよう祈念
いたしまして、年頭のご挨拶といたします。

新 春 の 御 挨 拶
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愛知労働局労働基準部長

髙　橋　嘉　寿　満

　新年あけましておめでとうございます。
　貴協会並びに会員事業場の皆様におか
れましては、旧年中、愛知労働局の行政
運営に格別のご理解とご協力を賜りまし
たこと、厚く御礼申し上げます。
　令和７年の年頭に当たり、改めて日頃
の労働基準行政へのご理解とご協力に感
謝申し上げますとともに、今後の取組に
ついて述べさせていただきます。
　まず、最低賃金・賃金引上げに向けた
中小・小規模企業等支援についてです。
　愛知県最低賃金は、過去最高50円の
引上げにより、昨年10月１日より時間額
1,077円となりました。最低賃金の円滑な
履行確保を図り、賃金引上げを支援する
ため、改正最低賃金額を幅広く周知する
とともに、業務改善助成金を初めとして、
キャリアアップ助成金、「賃金引き上げ特
設ページ」、中小企業庁が所管するＩＴ導
入補助金や賃上げ促進税制、公正取引委
員会が示す「価格転嫁指針」等、それぞ
れの事業場が活用しやすいものを選択す
ることができるよう各種支援施策をパッ
ケージで周知し、活用促進を図ってまい
ります。
　次に、安全で健康に働くことができる
環境づくりについてです。
　長時間労働の抑制に向けた監督指導を
徹底し、過重労働による健康障害を防止
するとともに、生産性を高めながら労働時
間短縮に取り組む企業に寄り添ったきめ
細やかな支援を推進してまいります。
　また、時間外労働の上限規制の適用が
開始された医師、自動車運転者、建設業
につきましても、円滑な施行に向けて、労
働基準監督署とともに特に中小企業の自
主的な取組を促すための集中的な支援等

を図ってまいります。
　労働災害防止対策につきましては、リ
スクアセスメントを軸とした自律したポジ
ティブな安全衛生管理の推進・定着に向
け取り組んでいるところであります。
　生産性等の向上を図る取組による作業
の実態把握の中で、併せてリスクアセス
メントも行えば、生産性・品質の向上に
加え、安全衛生の向上にも資することに
なります。引き続き、安全衛生管理を経
営課題と捉え、事業運営と一体的に管理
する経営手法である「安全経営あいち®」
の普及促進を図るため、「安全経営あいち
賛同事業場制度」の運用を通じて、生産
性等を高めながら安全性を向上させる支
援を行ってまいります。
　労働者の健康確保対策につきましては、
労働安全衛生法令に基づく健康診断、長
時間労働による面接指導、ストレスチェッ
ク等の健康確保措置やＴＨＰ指針、メン
タルヘルス指針等の健康保持増進措置を
相互連携して取り組む「労働者の心身の
健康確保のための総合的な対策」の周知
を図るとともに、危険性・有害性が認めら
れた化学物質、粉じん等について、リス
クアセスメントを中核とした、自律的でポ
ジティブな安全衛生管理を促進してまい
ります。
　労災補償行政については、法令、認定
基準等に基づき効率的な調査を行い、被
災労働者に対する迅速かつ公正な労災保
険給付に努めてまいります。
　結びに、貴協会並びに会員事業場の皆
様の一層のご理解とご支援をお願いしま
すとともに、本年が皆様にとってより良
い年になることを衷心より祈念いたしまし
て、新年のご挨拶とさせていただきます。

新 春 の 御 挨 拶
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愛知労働局需給調整事業部長

山　下　　　保

　新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げ 
ます。
　貴協会並びに会員事業場の皆様におかれ
ましては、旧年中、愛知労働局の行政運営
に格別のご理解とご協力を賜り、厚く御礼
申し上げます。
　令和７年の年頭に当たり、改めて日頃の
需給調整事業関係業務へのご理解とご協力
に感謝申し上げますとともに、本年の取り
組みについて述べさせていただきます。
　派遣労働者の同一労働同一賃金の履行確
保については、労働基準監督署と連携を図
り、派遣先事業所が回答したチェックリス
トの内容を確認の上、指導対象事業所を選
定し、適切な制度運用がなされるよう重点
的に指導監督を実施してまいります。
　また、申告や情報提供等により把握した
禁止業務への派遣、無許可派遣、いわゆる
偽装請負等の違法事案については迅速に
調査を行い、厳正な指導監督を実施してま
いります。悪質な法違反や、繰り返しの法
違反、故意性が疑われる法違反等について
は、行政指導に留めることなく、行政処分
や告発等を視野に入れた対応をしてまいり
ます。
　なお、解雇・雇い止めを端緒とした指導
監督を実施する場合においては、派遣労働
者の雇用安定措置の履行確保に重点をおい
て実施してまいります。
　不法就労外国人に関する諸問題について
は、愛知県警や名古屋出入国在留管理局と
連携・協力しているところです。特に不法
就労者を雇い入れている事業者が無許可で
労働者派遣事業を行っている事案等におい
ては、愛知県警及び名古屋出入国在留管理
局による不法就労等外国人の摘発並びに労
働局による無許可派遣を行っている事業主
への臨検指導等を合同で実施することで一

層の連携強化を図ってまいります。
　職業紹介事業については、令和６年４月
１日施行の改正職業安定法施行規則によ
り、求職者等に明示する労働条件内容が追
加されたこと等、職業紹介事業に係る制度
についてあらゆる機会を捉えて周知徹底を
図ってまいります。
　また、近年の労働市場における人手不足
の状況やミスマッチを緩和、改善するため、
併せて労働力の需給調整機能の強化を図る
ための対策として、職業紹介事業者や募集
情報等提供事業者に対する法規制の強化が
進められており、令和６年10月にはお祝い
金等の提供や転職勧奨の禁止について職業
紹介事業の許可要件に加える要領改正が行
われ、さらに、職業紹介事業者の手数料実
績の公開を義務化する法改正や、募集情報
等提供事業者は令和７年４月１日から職業
紹介事業者同様、労働者に金銭やギフト券
等を提供することは禁止になります。また、
利用料金の額や発生条件、違約金の額、解
約方法等を含む契約の内容を分かりやすく
明瞭かつ正確に記載した書面、電子メール
その他適切な方法により、あらかじめ労働
者の募集を行う方に誤解が生じないように
明示することが義務づけられることから、
あらゆる機会を捉えて周知徹底を図ってま
いります。
　労働者派遣事業、職業紹介事業、募集情
報等提供事業の利用でトラブルが発生した
際には需給調整事業第二課にご相談いただ
きますようお願い申し上げます。
　結びに、貴協会並びに会員事業場の皆様
方の一層のご支援とご協力を賜りますよう
お願い申し上げますとともに、本年が皆
様にとってより良い年になるよう祈念いた
しまして、新年のご挨拶とさせていただき 
ます。

新 春 の 御 挨 拶
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愛知労働局職業安定部長

林　　　幹　雄

　新春を迎え、謹んでお慶びを申し上げます。
　貴協会の皆様方におかれましては、日
頃から職業安定行政の推進に格別なご理
解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げ 
ます。
　令和７年の念頭にあたり、職業安定行
政の本年の取組について述べさせていた
だきます。
　雇用失業情勢については、基幹産業で
ある自動車関連産業を中心に幅広い産業
で回復の動きがあるといったことを基本
的な背景として、業種による差異はある
ものの、雇用の持ち直しの動きが広がり
つつありますが、エネルギー価格や原材
料価格の上昇などが雇用に影響を及ぼし
得ることから、これらの状況について、
引き続き注意する必要があると認識して
おります。
　また、生産年齢人口が減少する中、多
くの業種において人材確保が困難な状況
が続き、特に中小企業では人手不足感が
深刻化しています。そのため、ハローワ
ークは、求人者・求職者支援の強化によ
り地域のマッチングを進めてまいります。
　具体的には、企業に対しては求人条件
緩和の提案にとどまらず企業や業界の魅
力をともに発信し、人材確保を支援して
まいります。また、求職者に対しては多
様なニーズに柔軟に対応するため、担当
者を決めて職業相談を行うなどきめ細や
かな支援に努めてまいります。
　さらに、ハローワークの利便性を向上
するため、スマートフォンやパソコンを
使うことでハローワークに来所していた
だかなくても求人申し込みを行ったり、
求人票の閲覧、オンライン職業相談を行
ったりするなど、オンラインによるサー
ビスの提供を一層推進してまいります。
　公的職業訓練については、地域や産業

界の人材ニーズや求職者の訓練ニーズを
踏まえ、人手不足が深刻な分野や成長が
見込まれる分野、特にデジタル分野にお
ける人材育成に重点を置いた訓練を計画
し実施してまいります。また、「人への
投資」の促進、「三位一体の労働市場改
革」を進めるため、引き続き、人材開発
支援助成金の活用促進を図ってまいりま
す。加えて、助成金の活用促進にあたって、
在職者訓練や生産性向上支援訓練の制度
周知を併せて行うことにより、企業の人
材育成を支援してまいります。
　県内における障害者雇用は、企業にお
ける理解と障害者自身の自立意識の高ま
りにより着実に進んでいるものの、愛知
の障害者雇用率は、未だ法定雇用率はも
とより全国の実雇用率を下回っている状
況であります。
　予定されている除外率の引き下げ、法
定雇用率の引き上げにより、未達成企業
のみならず、今後、不足が見込まれる企
業に対しても、関係機関と連携しながら
障害者雇用の支援を実施していきます。
　外国人雇用対策については、人手不足
への対応として、技能実習制度に変わる
新たな制度として育成就労制度の導入が
決定し、今後、外国人労働者のさらなる
活躍が見込まれるため、外国人労働者に
係る労働市場にも注視しつつ、ハローワ
ークでの留学生等への支援も含め、外国
人材の活用など適切な職業紹介等の業務
を実施してまいります。
　本年も多様な課題に対して適切に対応
していく所存ですので、皆様のご支援と
ご協力を賜りますようお願い申し上げ 
ます。
　本年が皆様にとってより良い年になる
よう祈念いたしまして、年頭の御挨拶と
させていただきます。

新 春 の 御 挨 拶
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「ランニング」
　日頃より労働基準監督署の業務運営にご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　今回は、山本署長が新年の挨拶を寄稿しますので、僭越ながら副署長からつぶやかせ
ていただきます。
　私の趣味はランニングで、週末は『街ラン』（街の中をランニング）を楽しんでおり、時々

『通勤ラン』（ランニングして通勤）もしております。
　ランニングを始めたのは約10年前となり、きっかけは健康診断において、悪玉コレス
テロールや血糖値の数字が高く、「何か運動でもしなければ」と感じたからでした。
　まずはスポーツジムに通うことから始めました。当初はランニングマシンで３ｋｍ走
るのが精一杯でしたが、徐々に距離が伸び、「この年齢でも成長できるんだ！」と自分で
も驚きました（ちなみに、高校１年生の夏までテニス部に所属していましたが、それ以
降運動は何もしていませんでした）。
　スポーツジムに通い始めて３年後、「一度はフルマラソンを完走してみたい！」と思い
立ち、とある大会にエントリーしました。結果は、途中歩きながらも完走することができ、
タイムは４時間５分でした。フルマラソンを４時間以内に完走することを『サブ４』と
言い、達成できるランナーは上位20％程度と言われております。初めての大会では、完
走できた喜びよりも、「サブ４まであと５分だった。」という悔しい思いの方が強かった
ことを覚えております（次にエントリーした大会で見事『サブ４』を達成することがで
きました）。
　ランニングには様々なメリットがあります。まず一つ目のメリットは体力向上です。
ランニングを続けることで、持久力や耐久力が向上し、疲れにくい体を作ることができ
ます。二つ目のメリットは、ストレス解消とメンタルの向上です。特に自然の中でのラ
ンニングはリフレッシュできる効果が高まります。また、痛みや苦しみを克服しながら
最後まで走り抜くことで、精神的な強さや根気が養われ、メンタルの強化にもつながり
ます。三つ目のメリットは、自己成長と達成感を得られることです。トレーニングを積
み重ね、目標を達成することにより、自信や満足感を得ることができます。
　ワークライフバランスを保つためには、適度な運動やリフレッシュが欠かせません。
健康的で充実した生活を送るために、趣味としてランニングという選択肢を皆様も検討
してみませんか？

（番外編）副署長のつぶやき
名古屋東労働基準監督署　　　
副署長　小　野　敬　太

連 載
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「はい、こちら企業の労働１１０番です」。
人的資本経営
墨社会保険労務士事務所　所長
名北労働基準協会上席相談室長
特定社会保険労務士　墨　華代

　「はい、こちら企業の労働110番です」。
　お電話はある企業の総務部長さんからでした。
　「近頃、採用してもすぐに退職してしまう社員が増えている。また社内のコミュニケーショ
ンに問題を感じている。何か解決策はないだろうか」というご相談です。
　近年、多くの企業が採用困難や従業員の定着率低下に直面しています。エン・ジャパン㈱の
2024年調査によると、54％の退職者が本当の退職理由を会社に伝えておらず、その最大の理由
は「人間関係の悪さ」であることが明らかになっています。この状況を改善し、持続可能な企
業成長を実現するためには、従来の労務管理手法に加え「人的資本経営」の視点を取り入れた
包括的なアプローチが不可欠です。
　「人的資本経営」とは
　人的資本経営とは、従業員を企業の価値創造の源泉となる重要な「資本」として捉え、長期
的な視点で人材育成と活用を行う経営手法です。この概念を基に、以下の施策を提案します。
　第一に、職場の人間関係改善とオープンなコミュニケーション文化の醸成が重要です。定期
的なチームビルディング活動、管理職向けコミュニケーション研修、メンター制度の導入など
を通じて、良好な職場環境を構築します。同時に、１ｏｎ１ミーティング（１対１で話し合う
こと）や匿名の従業員満足度調査を実施し、従業員の声を積極的に聴取する体制を整えます。
　第二に、戦略的な人材投資とキャリア開発支援の強化が必要です。企業の長期戦略に基づい
た人材育成計画を策定し、社内公募制度の導入、個別キャリアプランに基づく研修制度の充実、
外部セミナーや資格取得支援など、従業員の成長機会を拡大します。特に、デジタル化やグロー
バル展開に必要なスキルを持つ人材の育成に重点を置くことで、企業の競争力向上にも寄与す
ると考えられます。
　第三に、ワークライフバランスの改善と健康経営の推進です。フレックスタイム制度や在宅
勤務制度の導入・拡充、有給休暇取得の促進、育児・介護支援制度の充実などにより、従業員
の多様なライフスタイルに対応します。さらに、従業員の身体的・精神的健康を支援するプロ
グラムを導入し、労働時間管理の徹底やストレスチェックの定期実施など、健康経営を推進し
ます。
　第四に、評価・報酬制度の確立です。客観的な評価基準の明確化と従業員への周知、給与水
準の定期的な見直し、スキルや能力の向上、イノベーションへの貢献度などを評価基準に含め
ます。
　最後に、ダイバーシティ＆インクルージョン（年齢や性別、国籍、学歴、特性、趣味嗜好、
宗教などにとらわれない多種多様な人材が、お互いに認め合い、自らの能力を最大限発揮し活
躍できること。厚生労働省ＨＰより引用）の推進と、学習と成長を重視する組織文化の醸成が
重要です。多様な背景を持つ人材の採用と登用を積極的に行い、インクルーシブな職場環境づ
くりのための教育や制度整備を行います。同時に、失敗を恐れずチャレンジできる環境を整え、
イノベーションの創出を促進します。
　これらの施策を総合的に実施することで、従業員の満足度と能力向上が図られ、早期退職の
防止と企業の持続的成長の両立が期待できます。ただし、各企業の状況や文化に合わせて適切
にカスタマイズすることが重要であり、施策の効果を定期的に測定し、継続的な改善を行うこ
とが成功の鍵となります。人的資本経営の導入には経営層のコミットメントと長期的視点が不
可欠であり、段階的な導入と全社的な理解促進が求められます。
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労務管理研修会を開催しました

　名古屋東労働基準協会　労務管理部会では名古屋東労働基準監督署の後援の元、12月
10日（火）名古屋市工業研究所において労務管理研修会を開催しました。
　名古屋東労働基準監督署署長 山本祥喜様の開会ご挨拶ののち、次の３テーマについて
具体的で解り易いご講演をいただき、大変好評のうちに研修会を終了いたしました。
　
　テーマ１　労働関係法等
　　　　～労働トラブル解決法　最近の法改正から～
　　　　　　名古屋東労働基準監督署　副署長　小野敬太　様
　テーマ２　育児・介護休業法等　　
　　　　～育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法が改正されました～
　　　　　　愛知労働局　雇用環境・均等部指導課　厚生労働事務官　服部遥夏　様
　テーマ３　障害者雇用促進法　
　　　　～障害者雇用について～
　　　　　　名古屋東公共職業安定所　就職促進指導官　中山妙子　様
　
　ご多用な中ご講演頂いた講師、ご参加いただいた事業場の皆様に感謝申し上げます。

名古屋東労働基準協会 労務管理部会

山本署長 小野副署長

服部厚生労働事務官 中山就職促進指導官
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緑十字展2025  インテックス大阪同時開催

主催：中央労働災害防止協会　　協力：公益社団法人大阪労働基準連合会・近畿ブロック各労働基準連合会（県協会）
協賛：各都道府県労働基準連合会（県協会）ほか

中央労働災害防止協会　教育ゼロ災推進部　イベント事業課
TEL：03-3452-6402　 https://www.jisha.or.jp/taikai/2025/
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開催期間 令和7年
日 水10 12日 金9月

研究（事例）発表 募集中！
応募締切日　 令和7年１月6日(月)

中災防HPで募集要項をよくご確認の上、
専用の応募フォームからご応募ください。
https://www.jisha.or.jp/taikai/2025/

インテックス大阪・ATCホール会　　場

（大阪府大阪市）
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●●令令和和７７年年４４月月１１日日かからら高高年年齢齢雇雇用用継継続続給給付付のの支支給給率率がが変変わわりりまますす。。

高年齢雇用継続給付とは、６０歳到達等時点に比べて賃金が７５％未満に低下した状態で働き続

ける６０歳以上６５歳未満の一定の一般被保険者の方に支給される給付です。

具体的には、

６６００歳歳にに達達ししたた日日（（そそのの日日時時点点でで被被保保険険者者ででああっったた期期間間がが５５年年以以上上なないい方方ははそそのの期期間間がが５５年年をを満満

たたすすここととととななっったた日日））がが

令和７年３月３１日以前の方 ・・・ 各月に支払われた賃金の１５％（従来の支給率）を限度

として支給されます。

令令和和７７年年４４月月１１日日以以降降のの方方 ・・・・・・ 各各月月にに支支払払わわれれたた賃賃金金のの１１００％％（（変変更更後後のの支支給給率率））をを限限

度度ととししてて支支給給さされれまますす。。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

●●雇雇用用保保険険のの手手続続ききはは電電子子申申請請がが便便利利でですす。。

愛愛知知県県内内のの電電子子申申請請率率はは７７００％％をを超超ええままししたた。。（（令令和和６６年年３３月月時時点点））

雇雇用用保保険険適適用用関関係係やや雇雇用用継継続続給給付付のの届届出出・・申申請請にに電電子子申申請請をを利利用用すするる事事業業主主のの方方がが急急増増ししてていいまま

すす。。来来所所又又はは郵郵送送にによよるる届届出出・・申申請請ををさされれてていいるる事事業業主主のの皆皆様様はは、、是是非非、、電電子子申申請請のの利利用用ををごご検検討討

くくだだささいい。。

１１ ああいいちち雇雇用用保保険険電電子子申申請請事事務務セセンンタターー

愛知県内における雇用保険の電子申請について、申請受付から審査・決定までの事

務手続を集中して行っています。

電 話

業務時間 午前 時 分～午後 時 分（土日祝日、年末年始を除く平日）

ホームページ

２２ ｅｅ－－ＧＧｏｏｖｖににてて電電子子申申請請をを始始めめるる際際のの疑疑問問点点やや操操作作方方法法ななどどにに関関すするるおお問問いい合合わわせせ先先

電電子子政政府府利利用用支支援援セセンンタターー

電話番号 ビジネスダイヤル ※全国一律通話料金

受付時間 ４・６・７月 平日：午前９時～午後７時

土日及び祝日：午前９時～午後５時

５月・８～３月 平日：午前９時～午後５時

※土日祝祭日および、年末年始（ 月 日～ 月 日）は受付を休止いたします。

ホームページ

３３ ＧＧビビズズＩＩＤＤににてて電電子子申申請請をを始始めめるる際際のの疑疑問問点点にに関関すするるおお問問いい合合わわせせ先先

ＧＧビビズズＩＩＤＤヘヘルルププデデススクク

電話番号

受付時間 午前９時～午後５時（土日祝日、年末年始を除く）            
ホームページ

４４ 留留意意事事項項
・ や「届書作成プログラム」からマイナポータルを通して電子申請をご利用になる方は、電子

証明書（有料）又は、 ビズ プライム（無料）を取得する必要があります。

・従来の紙面による届出についても、今までどおり行えます。

・雇用保険に関する一部の手続を特定の法人（資本金、出資金又は銀行等保有株式取得機構に納付す

る拠出金の額が１億円を超える法人、相互会社、投資法人、特定目的会社を指す）の事業所が行う

場合、令和２年４月以降に開始される各法人の事業年度から、電子申請により行うことが義務づけ

られました。

～～事事業業主主のの皆皆様様へへ～～  
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愛知労働局長がベストプラクティス企業を訪問しました
　11月22日、愛知労働局（局長 小林 洋子 氏）
は、11月の「過労死等防止啓発月間」にあ
わせて、小林愛知労働局長が長時間労働の
削減に向けて積極的に取り組む企業（ベス
トプラクティス企業）に選定された住友理
工㈱小牧製作所（小牧市）を訪問されました。
　同社は、自動車用防振ゴムで世界トップ
シェア、自動車用ホースで国内トップシェ
ア（同社調べ）の高機能ゴム・樹脂製造企
業です。
　はじめに、清水和志 代表取締役・執行役員社長から「就任当初は残業がたくさんあり、
職場を変えていかないと優秀な人が入ってこないとの思いのもと、様々な仕掛けをして
いる。」とのお話がありました。
　その後、同社の取組に関する説明があり、2017年にver１としてスタートした「活き生
き５活動」では、総労働時間の低減、コアレスフレックス、在宅勤務の導入などの「働
きやすさの向上」から2023年よりver1.5へ移行し、イクボス全社講演会や育児・介護の
関する研修会を実施するなど「働きがいの向上」にも力を入れています。
　また事業所内には託児所「コアラぽっけ」を開設し、20時30分までの延長保育に対応
するなど、従業員が安心して働ける環境づくりにも努めています。
　つぎに、リニューアルされた健康支援センターを視察し、「開かれた健康空間」をコン
セプトとして働く方々が安心して相談やリフレッシュができ、また明るく立ち寄りやす
いコミュニティ空間として活用される様子を確認しました。
　その後には、防振工場や社員みずからが提案・企画をして改装された工場内の休憩室、
次世代商品などの視察を行いました。
　最後に、小林局長は「基本的なこと、地道なことをしっかりと丁寧にやられている印

象を受けました。また、安全衛生についても、ヒヤリハットの段階ですぐに吸い上げて
対応されていることが重篤な災害の防止につながっていると感じました。今後も良い職
場づくりに取り組んでいただきたい」と感想を述べられました。

今回の訪問の様子は、愛知労働局YouTubeチャンネルで公開しています。
自社での取組みの参考などに、ぜひご覧ください。

愛知労働局YouTubeチャンネル
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ホームページは
コチラから  ➡

「よかった！」の声があふれる愛知へ。
ともに働く新たな仲間たちと、

想いをひとつに。
愛知トヨタにできることを
ふやしていきます。
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本社工場
〒470-0162　東郷町大字春木字蛭池１番地
 TEL 0561-38-1111 ( 代表 ) 
 http://www.togoh.co.jp

未来を創る力

院　長　小川　斉
理事長　鈴木雅之

医療法人　名 翔 会
名古屋セントラルクリニック
人間ドック・定期健診・特殊健診

脳ドック・婦人科検診・バス出張健診

＜協 会 け ん ぽ 契 約 施 設＞
＜全国労働衛生団体連合会会員＞
＜日本総合健診医学会 優良健診施設＞

〒457-0071 名古屋市南区千　通七丁目16番地の１
ＴＥＬ　代表（052）821 ー 0 0 9 0
ＦＡＸ（052）824 ー 0 6 5 5
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ナルミボーンチャイナ

鳴海製陶株式会社

いいもの いつも いつまでも

〒458-8530
名古屋市緑区鳴海町字伝治山三番地
https://www.narumi.co.jp 〒467-8530　瑞穂区須田町2-56

www.ngk.co.jp

〒467-8585 
名古屋市瑞穂区桃園町6-23 
TEL:052-824-5111（代表） 
https://www.paloma.co.jp/ 
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週刊　労　働　新　聞
旬刊　安全スタッフ
月刊　安全衛生ノート
月刊　安全対策の決め手
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愛知郡東郷町大字春木白土1-1884
TEL代表（052）805-8000
FAX　　（052）805-8851

医療法人　名 翔 会
和合セントラルクリニック

＜協 会 け ん ぽ 契 約 施 設＞
＜全国労働衛生団体連合会会員＞

人間ドック・定期健診・特殊健診
婦人科検診・バス出張健診
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明るい職場は　まず健康診断から
○ 労働安全衛生法による健康診断（巡回）
○ 生活習慣病健康診断（巡回）
○ 作業環境測定
○ 人間ドック
 東海診療所：名古屋市中村区名駅南　名古屋三井ビルディング新館３F
 TEL 052－582－0751

全日本労働福祉協会
一般財団法人

名古屋市南区浜中町1－5－1
ＴＥＬ〈052〉602－4747（代表）
ＦＡＸ〈052〉602－6821

〒457－0832
 東海支部：

医療法人　名 翔 会
老人保健施設　和合の里

施設長　梶田  正文

〒470-0162  愛知郡東郷町大字春木白土1-395

和合の里指定居宅介護支援事業所

グ ル ー プ ホ ー ム 　 和 合 の 家

ＴＥＬ 
ＦＡＸ

代表（０５２）８０７－1500
（０　５　２）８　０　７－1515

ＴＥＬ （０　５　２）８　０　７－1509

ＴＥＬ （０　５　２）８　０　７－6000

名
古
屋
東
労
働
基
準
監
督
署

名
古
屋
東
労
働
基
準
協
会

署

長

副

署

長

副

署

長

第
一
方
面

主
任
監
督
官

第
三
方
面

主
任
監
督
官

第
四
方
面

主
任
監
督
官

安
全
衛
生
課
長

業
務
課
長

労
災
第
二
課
長

会

長

専
務
理
事

山

　本

　祥

　喜

小

　野

　敬

　太

高

　羽

　章

　次

古

　田

　大

　心

岩

　永

　真

　治

山

　下

　
　
　竣

棚

　橋

　克

　己

田

　中

　順

　也

鈴

　木

　龍

　也

森

　井

　定

　正

丹

　羽

　知

　紀

伊

　藤

　愛

　子

橋

　川

　周

　子

年

賀

安全は　働くみんなでつくるもの　働くみんなを守るもの
（2025年　年間標語）

“災害ゼロから危険ゼロ”を合言葉に進めら

れている職場の安全衛生管理に労働安全衛生

マネジメントシステム、リスクアセスメント、

機械の包括的安全基準、メンタルヘルスなどに

よる活動の展開が求められています。また、化

学物質規制の見直し、職長教育の拡大が行わ

れています。

　中災防中部センターでは、これらの活動に

ついて相談に応じ、的確なアドバイスを行っ

ています。

〔業務ご案内〕
  ●職場の安全衛生診断と改善指導

  ●労働安全衛生マネジメントシステム・リスクアセスメントの指導

  ●化学物質のリスクアセスメント指導

  ●安全衛生図書・用品・ポスターなどの販売

  ●安全衛生教育・講演への講師派遣　●安全衛生研修会の実施

  ●ゼロ災運動・ＫＹＴの指導　

  ●健康づくり・メンタルヘルス対策の指導

  ●ストレスチェック活用指導

  ●ニーズに合った企業内安全衛生研修の企画と実施（オリジナル研修）

  ●作業環境測定と分析の実施　●安全衛生相談その他

中央労働災害防止協会　中部安全衛生サービスセンター
（略称：中災防中部センター） 〒456‒0035　名古屋市熱田区白鳥1―4―19
ホームページアドレス https://www.jisha.or.jp/chubu/index Tel(052)682‒1731／Fax(052)682‒6209


